
堺市上下水道局建設工事に係るグループ企業入札参加制限疑義申立て手続に関する取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、上下水道局（以下「局」という。）が競争入札により発注する建設工事

（以下「工事」という。）において実施している一定の資本関係又は人的関係のある複数の

者（組合（共同企業体を含む。）にあってはその構成員も含む。以下「グループ企業」とい

う。）に係る入札参加制限について、入札の適正性を確保し、当該入札参加制限についての

疑義に関する情報への的確な対応を行うため、その取扱いについて必要な事項を定める。 

（準用規定） 

第２条 堺市建設工事に係るグループ企業入札参加制限疑義申立て手続に関する取扱要領

（以下「市要領」という。）の規定は、工事において実施しているグループ企業に係る入札

参加制限の取扱いについて準用する。この場合において、市要領の規定中「市長」とある

のは「上下水道事業管理者」と、市要領第１条及び様式第２号中「本市」とあるのは「局」

と、市要領第３条中「契約課」とあるのは「事業サポート課」と、市要領様式第１号から様

式第４号までの規定中「堺市長」とあるのは「堺市上下水道事業管理者」と、市要領様式

第１号及び様式第２号の規定中「堺市建設工事に係るグループ企業入札参加制限疑義申立

て手続に関する取扱要領」とあるのは「堺市上下水道局建設工事に係るグループ企業入札

参加制限疑義申立て手続に関する取扱要領第２条により準用する堺市建設工事に係るグル

ープ企業入札参加制限疑義申立て手続に関する取扱要領」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和４年２月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要領による規定は、要領の制定以後において公告する契約について適用するものと

する。 


